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　9月26日（水曜日）にしろうま保育園で運動会が開催されました。
　日一日と肌寒くなる中、昨年に引き続き抜けるような秋空の下での運動会が開催できました。少
し動けば汗ばむような気温の中、園児たちは跳び箱に逆上がり、平均台と元気いっぱいにゴールを
目指して走ったり、一生懸命に綱を引いたり、練習したダンスを披露したりしました。
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平成23年度　白馬村の決算状況

　平成 23 年度白馬村一般会計の決算規模は歳入で約 46 億
1500 万円、歳出で約 43 億 5900 万円でした。歳入で約 10 億
2100 万円（18.1％）、歳出で約 11 億 7200 万円（21.2％）の減
額となりました。
　平成 23 年度の歳入歳出差引額（形式収支）は約 2 億 5500
万円で、繰越事業のために翌年度へ繰り越すべき財源を差し引

いた金額（実質収支）は約 2 億 4400 万円です。前年度実質
収支との差（単年度収支）は約 1 億 5300 万円、単年度収支
に財政調整基金等への積立を加えた実質単年度収支は約１億
5400 万円となりました。なお、実質収支額の内から 1 億 2100
万円を財政調整基金に繰り入れを行い、残額約 1 億 2300 万円
を平成 24 年度会計への繰越としました。

一般会計決算の概要
　目的別歳出の状況、性質別歳出の状況を表にまとめました。
　前年度に国の交付金事業による大型事業があったために歳入同
様に減額となっています。大きく減額となっているものは普通建設事
業費及び積立金です。普通建設事業費は 22 年度にケーブルテレ
ビなどの大型事業が終了したため 7 億 3180 万円（73.7％）減と

大幅に減額となっています。積立金は 3 億 4820 万円（98.0％）
の減額となっています。23年度の積立はふるさと白馬村を応援す
る寄付金を原資とする積立及び基金利子分の積み立てでした。
なお、実質収支 2 億 4420 万円のうちから 1 億 2100 万円を財
政調整基金へ繰り入れています。これは歳出として支出した

ものではありませんので、決算額として
は減額となる結果になっています。
　物件費が前年に比較して 3059 万円
（4.4％）の増額となっています。これは平成
22 年度から繰り越しをした経済対策交付金
事業による経費 1528 万円などの影響から
増額となっています。なお、神城山麓線建
設（1億 2440 万円）電算事業（630 万円）
林道災害復旧（257 万円）の 3 事業を平
成 24 年度に繰越しました。

歳出の概要 （千円以下を切り捨てで記載しています）

歳入の概要（千円以下を切り捨てで記載しています）

◆決算規模

項　目 23年度（千円）

実質収支 244,202

（内基金繰入額） 121,000

単年度収支 153,724

財政調整基金取り崩し 0

実質単年度収支 154,183

　歳入は村税 15 億 2269 万円（33.0％）、普通交付税 14 億
8893 万円（32.3％）、国庫支出金 3 億 127 万円（6.5％）、県
支出金 2億 5005 万円（5.4％）、地方債１億 8785 万円（4.1％）
が主なものです。
　村税は前年度比 686万円の減額となりました。税目別では、
個人住民税で 619 万円減、法人村民税 2125 万円減、固定資
産税 1500 万円増、軽自動車税 20万円増、たばこ税 531 万円増、
入湯税 6 万円増となりました。村税の徴収率は現年度課税で
90.6％（0.2％増）、滞納繰越分 18.9％（2.3％増）、全体で
64.4％（1.4％増）となりました。村税の未収金は 8 億 3493 万
円で前年度比 4.8％減少しました。村税の滞納者に対しては滞
納処分を実施しています。処分内容
は公売2回、捜索3件、交付要求10件、
不動産差押 225 件、預金差押 168 件、
給与差押 36 件、その他差押 64 件、
納付誓約211件、抵当権設定9件です。
　地方交付税は 17 億 1498 万円で、
3964 万円（2.4％増）の増となりまし
た。うち普通交付税は 14 億 8893 万
円で、2355 万円（1.6％増）の増額、
特別交付税は 2 億 2573 万円で 1577
万円（7.5％増）の増額となりました。
　特別交付税は除雪など市町村の特
殊事情に対して交付されるものです。
平成 23 年度は降雪量が多かったため
除雪に係る経費などが増額されて交
付されています。また平成22年度で、

地域情報通信基盤整備事業（ケーブルテレビ）などの大型事
業が完了しているため、平成23 年度決算の国庫支出金は 3 億
127 万円（71.6％減）と大幅な減少となりました。主なものは
児童手当・こども手当交付金 1 億 2792 万円、道路改良など
に交付される社会資本整備総合交付金 5218 万円などです。
国庫補助金と同様に県支出金も 2 億 5005 万円（13.5％減）と
なりました。主なものはジャンプ台管理委託金 3727 万円、
保険基盤安定負担金 3767 万円などです。また水力発電施設
などの所在市町村への交付金として電源立地地域対策交付金
が 452 万円交付されており、白馬村では保育所運営経費とし
て活用しています。

◆歳入の内訳

◆決算収支
◆歳出の内訳

◆性質別歳出前年度比較

◆主要な投資的事業

負担金及び分担金　43,449 千円
構　　  成　  　比　0.9％
増　　  減　　  率　3.9%

国庫支出金　301,271 千円
構　成　比　6.5％
増　減　率　▲71.6%

県支出金　250,051 千円
構  成  比　5.4％
増  減  率　▲13.5% 諸収入　371,772 千円

構成比　8.1％
増減率　5.2%

村　税　1,522,695 千円
構成比　33.0％
増減率　▲0.4%

地方交付税　1,714,985 千円
構　成　比　37.2％
増　減　率　2.4%

譲与税／各種交付金　223,344 千円
構　　　成　　　比　4.9％
増　　　減　　　率　0.0%

地方債　187,856 千円
構成比　4.1％
増減率　▲59.4%

災害復旧費　16,558 千円
構　成　比　0.3％
増　減　率　▲48.2%

公債費　709.777 千円
構成比　16.3％
増減率　▲7.8%

議会費　75,207 千円
構成比　1.7％
増減率　24.9% 総務費　659,041 千円

構成比　15.1％
増減率　▲60.0%

民生費　928,696 千円
構成比　21.3％
増減率　▲9.8%

衛生費　382,150 千円
構成比　8.8％
増減率　▲1.2%農林業費　198,425 千円

構  成  比　4.6％
増  減  率　8.5%観光商工費　229,192 千円

構　成　比　5.3％
増　減　率　2.6%

労働費　16,313 千円
構成比　0.4％
増減率　▲43.5%

土木費　684,237 千円
構成比　15.7％
増減率　10.8%

消防費　170,819 千円
構成比　3.9％
増減率　▲3.2%

教育費　289,102 千円
構成比　6.6％
増減率　▲23.0%

・道路の新設や改良事業
　（1億 1011 万円）
・スノーハープの橋改修事業
　（2409 万円）
・農地農林施設の改修事業
　（2683 万円）

平成23年度　4,615,423千円
前年度比18.1%減 　（参考）平成22年度　5,636,424 千円

平成23年度　4,359,517千円
前年度比21.2%減 　（参考）平成22年度　5,532,444千円

（単位　千円）

年度
区分（内容）

平成 22 年度 平成 23 年度
決算額 決算額 増減率 構成比

人件費（職員給与・議員報酬など） 711,370 710,969 ▲ 0.1 16.3

物件費（委託料・消耗品・賃金・燃料など） 695,067 725,664 4.4 16.6

維持補修費（除雪・施設補修など） 308,999 282,717 ▲ 8.5 6.5

扶助費（老人施設措置費・福祉給付・児童手当など） 299,666 305,715 2.0 7.0

補助費等（広域連合負担金・観光局等団体負担・各種助成など） 756,353 732,460 ▲ 3.2 16.8

公債費（地方債の返済金） 769,644 709,777 ▲ 7.8 16.3

積立金（基金への積立） 354,794 6,593 ▲ 98.1 0.2

投資及び出資・貸付金 20,000 20,000 0.0 0.5

繰出金（下水事業・国保・介護保険等会計への繰出） 592,289 588,567 ▲ 0.6 13.5

普通建設事業費（村道改良、大型備品購入、施設改修） 992,301 260,497 ▲ 73.7 6.0

災害復旧事業費 31,961 16,558 ▲ 48.2 0.3

合   計 5,532,444 4,359,517 ▲ 21.2 100.0
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平成23年度　4,615,423千円
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平成23年度　4,359,517千円
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（単位　千円）

年度
区分（内容）

平成 22 年度 平成 23 年度
決算額 決算額 増減率 構成比

人件費（職員給与・議員報酬など） 711,370 710,969 ▲ 0.1 16.3

物件費（委託料・消耗品・賃金・燃料など） 695,067 725,664 4.4 16.6

維持補修費（除雪・施設補修など） 308,999 282,717 ▲ 8.5 6.5

扶助費（老人施設措置費・福祉給付・児童手当など） 299,666 305,715 2.0 7.0

補助費等（広域連合負担金・観光局等団体負担・各種助成など） 756,353 732,460 ▲ 3.2 16.8

公債費（地方債の返済金） 769,644 709,777 ▲ 7.8 16.3

積立金（基金への積立） 354,794 6,593 ▲ 98.1 0.2

投資及び出資・貸付金 20,000 20,000 0.0 0.5

繰出金（下水事業・国保・介護保険等会計への繰出） 592,289 588,567 ▲ 0.6 13.5

普通建設事業費（村道改良、大型備品購入、施設改修） 992,301 260,497 ▲ 73.7 6.0

災害復旧事業費 31,961 16,558 ▲ 48.2 0.3

合   計 5,532,444 4,359,517 ▲ 21.2 100.0
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白馬村財政健全化判断比率の公表について
平成23年度決算に基づく健全化判断比率の公表

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づ
き、平成 23 年度決算から算定した財政健全化判断比率
をお知らせします。
　公表する数値のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比
率、資金不足比率については各会計での赤字、資金不足
がないため該当がありませんでした。
　平成 23 年度の実質公債費比率は、16.7と着実に減少
しています。数値は 3 か年の平均値ですが、23 年度単
年度では 14.5 の算定となっています。白馬村は実質公
債費比率の算定が始まって以来、数値は18％を超えて

おり、地方債発行に対して国、県の許可が必要な状況
が長らく続いていましたが、平成 25 年度からは国・県
への協議を行えば地方債が発行できる団体に移行する
事となりました。
　将来負担比率は37.2で昨年度に比較して27.2 ポイン
ト減少しました。白馬村の負担として計上するものは
一般会計の公債費、一部事務組合の負担、公営企業等
の負担などですが、一般会計をはじめとして一部事務
組合や公営企業の公債費も減少しておりますので、昨
年度に比較して数値は減少しています。

◆国民健康保険事業勘定特別会計
　歳入　1,242,515 千円　／　歳出　1,191,653 千円
　保険給付費が前年より約7,300万円大幅に増加しま
した。保険給付費の半分は皆様が納めている国保税が
充てられています。
　特定健診や人間ドックにより自分のからだの状態を
知り、適度な運動や食生活の改善で生活習慣病の予防、
健康維持に努め、医療費の削減にご協力をお願いいた
します。

◆後期高齢者医療特別会計
　歳入：62,756 千円　／　歳出：62,577 千円
　75 歳以上の方と 65 歳以上で一定程度の障害のある
方が加入する後期高齢者医療制度に係る特別会計では、
被保険者の方から納付いただいた保険料を保険者であ
る長野県後期高齢者医療広域連合へ納付するものが主
なものです。年度末被保険者数は 1,170 人で、平成
23年度 1人当りの医療費は767,958 円となりました。

　白馬村の健全化判断比率は実質公債費比率が他町村に比較して高めでありますが、平成 23 年度決算では問題の無
いレベルまでに順調に減少してまいりました。今後は基金の積み立てなどにより将来負担比率もさらに減少してい
くものと見込んでおります。

◆下水道事業特別会計
　歳入：568,409 千円　／　歳出：552,080 千円
　平成17年度事業をもって3期計画をほぼ終了し、平
成18年度から建設工事を休止しています。
　平成 23 年度には東部地区を公共下水道に統合する
ために「都市計画下水道」と「公共下水道事業認可」
の変更を行いました。平成 23 年度末の地方債残高は
5,963,050 千円です。

◆農業集落排水事業特別会計
　歳入：36,225 千円　／　歳出：35,022 千円
　東部地区（計画処理人口980人）と野平地区（計画処
理人口 100 人）の農業集落排水事業に係るものです。
維持補修関係経費及び地方債の償還金が主なものです。
　平成23年度では公共下水道へ統合するために東部
農業集落排水事業の財産処分の許可を得ました。また
平成23年度末の地方債残高は210,931千円です。

各特別会計の状況

◆ 健全化判断比率
実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

白馬村 － － 16.7 37.2
（早期健全化基準） （15.0） （20.0） （25.0） （350.0）
（財政再生基準） （20.0） （40.0） （35.0） （－）

◆ 資金不足比率
水道事業会計 －

公共下水道事業特別会計 －

農業集落排水事業特別会計 － ｝※�企業会計での資金不足はないため、
　資金不足比率は該当ありません。



特定健診 白 馬 村 の 健 康

10 月・11 月納期の税金・保険料は下記のとおりです。納期限に遅れない
ように納めましょう。口座振替にされている方は 10 月 25 日、11 月 26
日にそれぞれ振替となります。前日までに残高の確認をお願いします。

　平成 20 年度に比べると特定健診の受診者数自体が減少していることもあり、『検査数値は高いが受診していない ( のでどのくらいの数値か分からない、
今回の結果には含まれていない )』、という方もいらっしゃる可能性があります。
　久々に受診したら急に悪化していた、すぐに治療となってしまった、ということにならないよう、定期的にご自身の健康度をチェックしながら、生活習慣
を振り返っていただければと思います。
※なお、6･7月に受診された方で、まだ結果をお受け取りになっていない方は、健診結果についてご説明しながら返却いたします。
　ご都合のよい日時をご連絡のうえ、役場住民福祉課までお越しください。

『白馬村特定健診に関するアンケート』にご協力をお願いいたします
　特定健診開始から 5 年目を迎えた今年度は、白馬村の健診をより多くの方に受診していただくとともに、受診しやすい健診となるよ
う皆さまのご意見をお伺いしています。
　白馬村国民健康保険にご加入の 40 ～ 74 歳の方で、今年度村の特定健診を受診していない方、人間ドック等で受診予定のご連絡を
頂いていない方を対象に、往復ハガキにてアンケート調査をお願いしています。
　お忙しいところ恐れ入りますが、ご提出がまだの方はお早めに返信ハガキにてご返送いただくか、役場住民福祉課設置の回収箱まで
ご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

10月／ 11月の税・料金等の納期限
10月 11月

村県民税
国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

第 3 期
第 5 期
第 3 期

25日 26日
国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

第 6 期

第 4 期

Vol.40
住民福祉課 国保係

　お忙しい中大勢の方に受診していただき、ありがとうございました。なお、人間ドックを受診された方／こ
れから受診をご予定の方、大北管内の医療機関で治療中の方は、結果をご提出いただくと村での受診に代える
ことができます。詳しくは、役場 住民福祉課（72-5000 内線 1143・1144）までご連絡ください。
　また、今年度の結果返却・相談会は昨年度までと趣向を変え、よりお一人おひとりの健診結果に合わせたご
相談、生活習慣改善のポイントについてお伝えできるよう、個別により開催しています。
　特定健診が始まった平成 20 年度と比較した今年度の村全体の結果が右のグラフです。(※6･7 月受診分のみ）

年代別の受診率推移がコチラ！

特定健診の始まった H20 に比べ、全体的に受診率

は低下していますが、70 歳代では上昇しています。

職場で健診を受けている方もいらっしゃるかと思い

ますが、働き盛りの 40 ～ 50 歳代の受診率低迷が

見られます。

有所見者率の変化

（H20→H24 比較）

過去 2 ～ 3 ヵ月の血糖状況をみる

『HbA1c』、悪玉ｺﾚｽﾃﾛｰﾙとも呼ばれる

動脈硬化危険因子『LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ』、収

縮期 130/ 拡張期 85 いずれかが高い

『高血圧』いずれも H20 年度に比べ

て有所見 ( 基準値より高い ) 方の割合

は低下傾向にありますが、HbA1c 高

値者は全年代で半数以上と高く、高

血圧は年代と共に割合が上昇してい

ます。

特定健診・結果相談会にお越しいただきありがとうございました★
今年度の特定健診受診者は……１０３２名（H23年度1056名）

　　　　　　　　受診率は…… ４２．３％ （　　同　 42.7％） でした。

H24 の人数
H20 の人数

平均値はほぼ変わらず、最頻値は上昇したものの、全体的に山が

広がり、8.0 を超える高値者は減少しました。

平均値： 5.4→  5.4

最頻値： 5.2→  5.3

最高値：13.3→10.2

HbA1c の変化（H20→H24 比較）HbA1c の変化（H20→H24 比較）

お問合せ 役場 住民福祉課：72-5000（内線 1143・1144）

受診率の推移（H20→H24比較）
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地域包括支援センターだより『よりえプラザ』のご案内
『足腰が弱くなって、友達の家まで歩いて行けなくなった｡』『近所の年寄
りが、先に亡くなってしまったから、話す相手がいなくなった。』『家族
は忙しくて、ゆっくり話をする時間がない』高齢者から聞く話です。一方、
家族は、『おばあちゃん、一日中家にいて、弱らないか心配』『今年は、
どこにもでかけなくなったけど、大丈夫？』『つれあいが亡くなって心配』
『ゆっくり話をしたり、付き添っている余裕がない』と、気にかけています。
　『いつまでも、元気で』本人、家族ともに、望むところです。介護を受
ける程ではないけれど、外出の機会が減ってきた方、体力が弱ってきた
と感じている方、話し相手のいない方などをお誘いして、『よりえプラザ』
を『ふれあいセンター老人憩い室』で毎週開催しています。週 1 回なじ
みのメンバーと話をしたり、体操、脳トレ、歌などを、スタッフととも
に楽しみます。送迎しますので、安心して参加できます。
　よりえに参加して、お元気になられた方が、たくさんいます。いくつ
になっても、同世代の交流は、人を元気にするようです。
『よりえプラザ』への参加を希望される方、関心のある方は、地域包括支
援センターまで連絡してください。何年か後の自分のために、『勇気』と『づ
く』を出して出かけてみませんか。

「行政書士無料相談会開催のお知らせ」
長野県行政書士会松本支部による行政書士無料相談会が次のとおり開催されます。

※予約の必要はありません。当日直接会場へお越し下さい。
※混んでいる場合、相談まで少し時間がかかりますのでご了承下さい。

●相談日　平成24年10月21日（日）

●時　間　午前10時から午後４時

●場　所　長野県行政書士会松本支部

●電　話　0263－33－7166

【面接による無料相談】 【電話による無料相談】
●日　時　平成24年10月21日（日）

　　　　　午前10時から午後4時

●場　所　白馬村保健福祉ふれあいセンター２階「福祉相談室」

【相談の内容】
相続・遺言、成年後見、クーリングオフ、土地等の売買や賃貸借契約、農地転用、法人設立、外国人の帰化
など、公正証書の作成や契約の締結、行政手続きなどに関する内容や申請方法などについて。

白馬村地域包括支援センター ( 役場１階住民福祉課奥 )
電話 ( 直通 )７２－６６６７

地域包括支援センターは、高齢者の皆様の介護、権利擁護などの
ご相談に応じています。秘密は厳守いたします。

開催日

時　間

内　容

料　金

スタッフ

毎週木曜日または金曜日

午前10時から午後2時半

自宅にお迎え／健康チェック（体温・血圧測定）／体操・歌・手作業・散歩･脳トレなど／
歯科衛生士・看護師・保健師等の話（隔月）／回想法体験（包括支援センター職員による）／
昼食（お弁当を用意します）／昼寝（希望者）／お茶の時間／自宅に送ります

1000 円

健学塾スタッフの皆さん

献血のお願い
　平成24年10月22日（月）白馬
村保健福祉ふれあいセンターに
おいて午前10時～11時30分・午
後1時～3時まで、移動採血車に
よる献血が行われます。大勢の皆
様の御協力をお願いいたします。

看護師を募集します

◆期間　      平成24年12月中旬から平成25年4月上旬の土・日・祝日
　　　　      12月29日～1月3日の午後
◆募集人員  若干名
◆勤務場所  村が委託する村内の医療機関

白馬村役場住民福祉課では、冬季スキー障害診療の看護師を募集します。

※お問い合わせ　白馬村役場　住民福祉課

お問合せ先：長野県行政書士会松本支部　電話：０２６３－３３－７１６６

　一、　私たちは、スキーによって栄え発展してきた歴史と先人たちが築き上げてきたこの村を愛します
　一、　私たちは、スキーなどスノースポーツを通して知り合った全世界すべての友人を大切にします
　一、　私たちは、スキーなどスノースポーツを楽しみ、その素晴らしさを広く知らしめます
　一、　私たちは、スキーなどスノースポーツを未来につなげるため、自然環境の保全に努めます
　一、　私たちは、スキーなどスノースポーツを通じて青少年の健全育成に努めます

　１９９８年長野オリンピック冬季競技大会白馬会場において最初に競技が開催された日である、２月８日を白馬スキーの日としました。

白馬村にスキーが伝来して100年目のシーズンを迎えます
　白馬村にスキーが伝来して１００年目となるシーズンを迎えます。村では、これからも、この自然環境を保全していくとともに、スキーなどスノースポーツ
が誰からも愛され、生涯スポーツとして親しめる環境づくりを目指すため、次の２議案を９月定例議会に提出し、議決をいただきました。

白馬村スキー伝来１００年宣言

白馬スキーの日条例

6

はくば10月P5_6_7.indd   6 12/10/05   13:30



測定箇所  測定時刻  天候  測定結果（μSv／ｈ） 
白馬村役場玄関  測定高さ １ｍ  ９：００  晴れ  ０．１０  
白馬村役場  地表  ９：０６  曇り  ０．０９  
白馬北小学校校庭  測定高さ １ｍ  ９：１７  晴れ  ０．０７  
白馬北小学校校庭  地表  ９：２３  曇り  ０．０８  
しろうま保育園砂場  測定高さ １ｍ  ９：４５  晴れ  ０．０７  
しろうま保育園砂場  地表  ９：５１  晴れ  ０．０８  
白馬中学校校庭  測定高さ １ｍ  １０：０９  晴れ  ０．０９  
白馬中学校校庭  地表  １０：１４  曇り  ０．０９  
白馬五竜エスカルプラザ付近  測定高さ１ｍ  １０：４１  曇り  ０．０７  
白馬南小学校校庭  測定高さ １ｍ  １１：０１  晴れ  ０．０７  
白馬南小学校校庭  地表  １１：０８  晴れ  ０．０９  
スノーハープメイン会場  測定高さ１ｍ  １１：１６  晴れ  ０．０９  
グリーンスポーツの森広場  測定高さ１ｍ  １１：５２  晴れ  ０．０９  
白馬ジャンプ競技場 観客席  測定高さ １ｍ  １３：２０  曇り  ０．０４  
大出公園 広場  測定高さ １ｍ  １３：４８  曇り  ０．０９  

［χ μSv /時間×8 時間(屋外)＋χ μSv /時間×0.4(透過率)×16 時間(屋内)］×365 日

1,000μSv/年＝1mSv /年 χ ＝0.19μSv / 時間 
   ※換算方法は、文部科学省による福島県内の学校における対応基準を参考 

白馬村での空間放射線量測定結果について

　白馬山麓清掃センターでは、平成24年度ダイ
オキシン類測定分析結果が出ましたので下記の
とおりお知らせします。

採取年月日
採取者
分析者

排ガス 0.24ng-TEQ/㎥N 10 ng-TEQ/㎥N
焼却灰 2.4ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g

平成２４年　７月１３日
環境総合研究機構株式会社
環境総合研究機構株式会社

結　果 排出基準

※白馬山麓清掃センターの焼却灰の処理については、重金属固定化 

　剤により処理されているため、「ダイオキシン類対策特別措置法施

　行規則附則第二条３」の規定により適用されません。

※白馬山麓清掃センターのその他分析結果等については、白馬山麓

　環境施設組合ホームぺージ

http://www4.ocn.ne.JP/~sanroku/index.htmでご覧ください。

長野県最低賃金のお知らせ
　最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者
は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制
度です。
　長野県内の事業場で働く全ての労働者と労働者を一人でも使用している全
ての使用者に適用される「長野県最低賃金」が平成24年10月1日から時間額
700円に改正されました。
　この機会に、ぜひ賃金の確認をしてみてください。
　なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時
に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。

―お問い合わせは―
長野労働局労働基準部賃金室（026-223-0555）又は

最寄りの労働基準監督署へ

１０月は「土地月間」です 
　土地は、国民のための限られた貴重な資源です。将来の子供たちの
ため、明日の豊かな暮らしのためにも土地の有効利用が大切です。
　土地の有効利用の実現のためには、国や地方公共団体が出来る限
りの取り組みを行うことはもちろんですが、何よりも不可欠なのは土地
に関する施策に対する皆様のご理解とご協力です。　このような観点
から、毎年１０月を「土地月間」と定め、土地に関する基本理念の普
及・啓発活動の充実を図っています。　「土地月間」においては、国及
び地方公共団体さらには関係団体等が主体となって全国的な普及・
啓発活動を展開しますが、この機会に、豊で安心できる住みよい社会
を築いていくために、皆さんも土地の有効利用について考えてみま
しょう。 

測定日 　　平成24年9月20日（木）
測定方法　シンチレーションサーベイメータ
                      （日立アロカメディカル社製TCS-172B）による簡易測定
測定結果
 

○宇宙や大地からの放射線量は、地域によって異なります。たとえばマグマが冷えて
　固まった花崗岩が多い地域では放射線量が高くなることが知られています。

参考 ○国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に示した勧告では、自然放射線及び医療
　目的の放射線を除き、公衆が１年間に浴びてもよい被曝限度量は１mSv(ミリシー
　ベルト)/年とされており、１時間当たりの数値（測定値の単位）に換算すると、「0.19
　μSv(マイクロシーベルト)/時間(h)」注）となります。

白馬山麓清掃センター
ダイオキシン類測定分析結果について

平成24年度上半期の村長交際費支出内訳を公表します
　交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、村政の円滑な推進を図ることを目的
に、村長が村を代表して外部と交際するために要する経費です。

今回の測定結果は、健康に影響のない値でした。

プライバシー保護のため個人氏名の公開は差し控えています。
支出日 摘　　　要 金額（円）

4 月 3 日 中国吉林省北大湖スキー視察団訪問の折、会費として 5,000
4 月 16 日 富山－台北便就航記念祝賀会出席の折、会費として 10,000
4 月 17 日 白馬村林業経営者協会通常総会の折、祝儀として 5,000
4 月 19 日 白馬建築業組合総会の折、祝儀として 5,000
4 月 20 日 松本駐屯地創設６２周年記念行事出席の折、会費として（２名分） 6,000
4 月 20 日 高田駐屯地創設６２周年記念行事出席の折、会費として（３名分） 12,000
4 月 20 日 白馬メディアえべ・えべ祭の折、祝儀として 5,000
4 月 27 日 白馬村神社総代会総会の折、懇談会会費として 5,000
4 月 27 日 長野県学習旅行誘致推進協議会白馬支部総会の折、懇談会会費として 4,000
5 月 11 日 告別式 香典として 10,000
5 月 11 日 長野県建築士会大北支部総会の折、懇談会会費として 5,000
5 月 15 日 北アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会総会の折、懇談会会費として

（３名分 )
12,000

5 月 17 日 白馬商工会通常総代会の折、祝儀として 5,000
5 月 19 日 告別式 香典として 10,000
5 月 21 日 建設労働組合白馬地区総会の折、お祝いとして 4,200
5 月 21 日 長野県旅館ホテル組合会白馬支部通常総会の折、懇談会会費として 5,000
5 月 31 日 告別式 生花代金として 15,000
6 月 4 日 告別式 香典として 15,000
6 月 14 日 全国治水砂防協会庭園活用　村特産リンドウＰＲ経費 10,541
6 月 20 日 かたくり祭他へのお祝いとして 12,600

支出日 摘　　　要 金額（円）
6 月 20 日 Ｂ＆Ｇ財団来村の折、贈呈記念品代として 3,970
7 月 5 日 切久保圃場整備記念碑建立式典の折、お祝いとして 4,350
7 月 6 日 長野県自衛隊父兄会創立 50 周年記念行事及び防衛講演会出席の折、会

費として
4,000

7 月 13 日 白馬高校スキー部創部６０周年記念事業の折、会費として 4,000
7 月 20 日 とおみ尾根夏山安全祈願祭の折、お祝いとして 4,350
7 月 20 日 北アルプス登山案内人組合連合会総会他へのお祝いとして 8,400
7 月 20 日 松本駐屯地司令との懇談会の折、会費として 7,000
7 月 27 日 長野県スキー連盟会長就任を祝う会の折、会費として 7,000
7 月 27 日 告別式 香典として 10,000
8 月 2 日 反核平和の火リレー激励金として 5,000
8 月 3 日 長野県治水砂防協会通常総会の折、意見交換会会費として 3,000
8 月 6 日 長野県町村会政務調査会第２回建設部会の折、意見交換会会費として 3,000
8 月 11 日 松本駐屯地司令との懇談会の折、会費として（２名分） 14,000
8 月 20 日 河津町民号一行との懇談会の折、賄いとして 4,200
8 月 20 日 木流しかさ地蔵祭りの折、お祝いとして 4,350
8 月 20 日 長野県スキー連盟会長就任を祝う会の折、生花代金として 15,000
9 月 13 日 告別式 香典として 5,000
9 月 14 日 白馬メディアおたっしゃ会（敬老祭）の折、祝儀として 5,000
9 月 14 日 白馬村索道事業者協議会総会懇談会の折、会費として（３名分） 15,000
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◆農業開発公社は「農業経営基盤強化促進法」に基づいて、県知事か
ら農地保有合理化事業を推進する団体として指定された法人です。

◆農地保有合理化とは、規模縮小する農家の土地を買い入れ、規模
拡大する農家に売り渡すいわゆる再配分を行うことです。

これを活用しますと、税制上の特典が受けられますし、事務手続は
公社が行います。

11 月 2 日〜 4 日の 3 日間、ウイング
21 において白馬の秋の風物詩である文化
祭を開催します。今年も作品展示や芸能発
表、姉妹都市の河津町、太地町をはじめと
する出店などが行われます。また、2 日（金）
には田中欣一氏を講師にお迎えし、「大糸
線の歴史」と題した講演や扇田孝之 氏を
コーディネーターに「大糸線と共に歩んだ
白馬の 80 年」をテーマとした座談会も開
催されます。詳しいプログラム等は決まり
次第お伝え致します。文化祭期間中、多く
の皆さんのご来場をお待ちしております。

　税務署では、個人事業主の方の青色決算書の作成方法や作成に当たっての注意点などについて、下記のとおり説明
会を開催いたします。
　説明会で使用する資料は、当日、会場で配付し、講師は、税務署が依頼した税理士が行います。
　なお、会場の所在地などは、関東信越国税局のホームページにも掲載されていますので、併せてご覧ください。
　税理士会、青色申告会、商工会議所、商工会でも記帳の相談・指導を行っていますので、お気軽にお尋ねください。

対象 開催日 開催時間 会　　場

農業所得関係 11 月 27 日（火）午前 10：00 〜 12：00 大町市
ＪＡアプロード

2 階オーロラホール

営業所得関係 11 月 28 日（水）午前 10：00 〜 12：00 白馬村
白馬村役場

201・202 会議室

農地を買いたい方
●登 録 免 許 税 1 5 / 1 , 0 0 0

が8/1 ,000に軽減され
ます。

●不動産取得税の軽減: 取得
した土地評価額の1/3相当
額が控除されて課税され
ます。

農地を売りたい方
●譲渡所得が８００万円まで特別控除されます。

（買い入れ協議制度を活用の場合は、1,500 万円まで）

計 算 例 通常の売買
農業開発

公社の場合
農地売却代金 800 万円 800 万円
取得費 + 譲渡費用 40 万円 40 万円
特別控除額 0 万円 800 万円
課税所得額 760 万円 0 万円
税金（20%） 152 万円 0 万円

お問い合わせ　農業委員会又は㈶長野県農業開発公社 北安曇支所 （TEL23-6546）

《 お問い合せ先 》 大町税務署（担当部門：個人課税部門）電話　0261-22-0410（自動音声案内）　

▲昨年の様子

農地の売買なら任せて安心。
㈶長野県農業開発公社

第42回白馬村文化祭を開催します！

―青色申告決算説明会のご案内（個人事業主の皆様へ）―

( 注 ) 農業開発公社が売買
　　  する農地は、農業振
　　  興地域の農用地区域
　　  が対象となります。

税務署からのお知らせ

インターネットで国税に関するさまざまな
申告や申請、納税ができる「国税電子申告・
納税システム（e-Tax）」をご利用ください。

詳 細 は、e-Tax ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.e-tax.nta.go.jp）をご確認ください。
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　がん検診を受けましょう

　●がん検診の目的

　●がん検診の基本条件

　●がん検診の効果

表１　75 歳未満のがんによる死亡の状況

表１　科学的根拠のあるがん検診

　現在、わが国のがんによる死亡者数は年間
30 万人を超え、死亡原因の第１位を占める
ようになりました。白馬村の 75 歳未満のが
んによる死亡状況では大腸がん・肺がんによ
る死亡が多くなっています。年齢調整死亡率
を国の目標値と比較してみると、男性が高く
なっています。
　しかし診断と治療の進歩により、一部のが
んでは早期発見、そして早期治療が可能となっ
てきました。
　がん検診はこうした医療技術に基づき、が
んの死亡率を減少させることができる確実な
方法ですが、がん検診の受診率は諸外国に比
較し、非常に低い状況にあります。

　がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことでがんによる死亡を減少させることです。単に多
くのがんを見つけることが、がん検診の目的ではありません。
　無症状のうちに「がん」を早期に発見し治療することが大切です。無症状の人には進行がんが少なく、早期のう
ちにがんを発見することができます。そのがんを治療することにより、がんによる死亡のリスクを軽減することが
できます。

　最終的な目標であるがんによる死亡を減少させるためには、早期発見できる方法だけではなく、さまざまな条件
が必要です。

（1）がんになる人が多く、また死亡の重大な原因であること
（2）がん検診を行うことで、そのがんによる死亡が確実に減少すること
（3）がん検診を行う検査方法があること 
（4）検査が安全であること
（5）検査の精度がある程度高いこと
（6）発見されたがんについて治療法があること
（7）総合的にみて、検診を受けるメリットがデメリットを上回ること

　わが国でも、がん検診の効果の判定は行われています。この中で、科学的な方法によって、がん死亡率の減少が
認められたのは、表１に示すいくつかの検診です。それ以外の方法は、今のところ効果があるかどうか不明だったり、
専門施設で医師と相談した上で実施する必要があるものです。

【精密検査が必要と指摘された場合】
　医療機関で必ず精密検査を受け、治療が必要か、経過観察が必要かを、担当医と相談してください。
治療や経過観察が必要な場合には次回のがん検診は不要ですが、担当医の指示に従って、必要な検査や治療を受け
てください。

臓器 効果のある検診方法 対象年齢と受診回数
胃 胃X線 40歳以上は年に１回
子宮頸部 細胞診 20歳以上の方は、２年に１回、細胞診
乳房 視触診とマンモグラフィ（乳房X線）の併用 40歳以上は 2年に１回
肺 胸部 X線と喀痰細胞診（喫煙者のみ）の併用 40歳以上は年に１回
大腸 便潜血検査、大腸内視鏡 40歳以上は年に１回

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 5年間の
合計

肺 1 1 2 3 7

胃 2 2 1 5

大腸 3 3 1 1 8

乳 0

子宮 0

小計 4 6 5 5 0 20

肝臓 1 1 1 3

すい臓 2 2

前立腺 1 1

白血病 0

その他 2 1 2 2 5 12

小計 2 2 2 2 7 15

合計 6 8 7 7 7 35

悪性新生物の
75歳未満の年齢調整死亡率

（H18〜 H22）

男性 81.1

女性 34.3

男女計 58

H27国の目標値
73.9
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書　　名 著者名 分類
一生、読書好きになる本の選び方 ―子どもの“心”を育てる絵本＆児童書― ０１９イ
アンネ、わたしたちは老人になるまで生き延びられた。クラスメー
トたちがたどるアンネ・フランクの思い出 テオ・コステル ２８９フ

もうひとつの旬を楽しむレシピ ―新しい野菜の味みつけた！― 岡田　比呂実 ５９６オ
こんなに使えるヨーグルトのレシピ
 ―漬け床、水切りヨーグルト、ホエーで手軽においしく― ほりえ　さちこ ５９６ホ

おもかげ復元師 笹原　留似子 ６７３サ
山の単語帳 田部井　淳子 ７８６タ
ひっ 戌井　昭人 Ｆイ
髪結い伊三次捕物余話１１　明日のことは知らず 宇江佐　真理 Ｆウ
回廊封鎖 佐々木　譲 Ｆサ
思い出バス１２０景　懐かしの松本電鉄 飯沼　信義〔絵と文〕 Ｎ６８５イ

書　　名 著者名 分類
ヒストリーキーパーズ　時空の守り人　上下巻 ダミアン・ディベン ９３３デ

タラ・ダンカン９　黒い女王　上下巻 ソフィー・オドゥワン＝
マミコニアン ９５３オ

オムライス・ヘイ！
オムライスをつくろう！おいしそうな
イラストとリズミカルな文章の、楽し
い絵本。

スプロケットおばさんのポケット
わくわくするものがどんどん出てくる不
思議なポケット。次は何がでてくるのか
な？？

武田　美穂〔作〕
分類　Ｅタ

クエンティン・ブレイク〔作〕
分類　Ｅブ

ご家庭のパソコンで、この他のＤＶＤソフト、図書の新着案内、在庫状況をご覧いただけます

【 白馬村行政ホームページ → 白馬村図書館 → 蔵書検索 】

ー新着図書案内ー
【一般】

【児童書・絵本】

ー新着ＤＶＤソフト案内ー

ー特設コーナー案内ー
村内各所のおはなしの会で活動中の、「てぶくろの会」がおすすめする、0 ～ 3 歳くら

いまでのお子さん向けの絵本を集めたコーナーを作りました。絵本選びの参考になさっ
てください。

図書館だより
No.131

平成24年10月

白馬村図書館

TEL（72）-5200

図書館の
おやすみ

図書館の
開館時間

・月曜日　祝日
・毎　月　最終金曜日（館内整理休館日）
　　　　　→祝日と重なる場合、休館日が変更となります。
・その他　やむを得ず、臨時休館・臨時閉館する場合があります。

午前9時〜午後6時

きかんしゃトーマスキャラクター大図鑑 ＳＮＯＷ　ＢＯＡＲＤＩＮＧ　ＴＲＩＰ！
スノーボーディング　トリップ！乗り物大好き！ＳＬ　いろんなＳＬにのってみよう！

Ｂｏａｒｄｅｒｓ　ＷＯＲＬＤ　ボーダーズワールド スノボースカイステップ
ＤＶＤソフトは、一人３点まで３週間館外貸出できます。（図書とあわせて一人10点まで）
お借りになりたい作品と、図書館の利用者カードをカウンターまでお持ちください。

いずれのご利用の場合も、図書館の利用者カード、または現住所の確認ができる身分証明書を添えて、
お申し込みください。詳細は図書館へお問合せください。電話番号 0261-72-5200

〈インターネット用パソコン〉�インターネット用パソコンを１台設置しています。個人の調査・研究・学習のための情報の検
索・閲覧にご利用いただけます。利用時間は、１回30分です。

〈視聴覚資料の館内視聴〉�図書館の中で、DVDを見ることができます。小型の再生機・ヘッドフォン（２コまで）とセット
で貸し出します。館内貸し出しは１回１作品です。

ー図書館利用案内ー
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開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 ご予約・お問い合わせ先
11月14日（水） 13：00～15：00 ふれあいセンター2階福祉相談室 宮井麻由子　弁護士 白馬村社会福祉協議会　72-7230

開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 お問い合わせ先

10月17日（水） 13:00～15:00 ふれあいセンター2階福祉相談室
司法書士

人権擁護委員
民生児童委員

白馬村社会福祉協議会　72-7230

月　日 事 業 名 受付時間 対象になるお子さん
10月18日（木） ７ヵ月もぐもぐの日 9：45～10：00 H24年２月～３月生
10月30日（火） ２ヵ月育児相談 9：30～ 9：45 Ｈ24年８月生
11月 ６日（火） ４ヵ月・10ヵ月健診 9：15～ 9：30 H23年12月生およびH24年６月生
11月 ８日（木） ３歳児健診 13：00～13：15 H21年８月16日～10月生
11月21日（水） ２歳児健診 13：00～13：15 H22年６月～７月生
11月27日（火） ２ヵ月育児相談 9：30～ 9：45 Ｈ24年９月生

月　日 事 業 名 受付時間 対象になるお子さん

10月19日（金）
BCG 13：00～13：30 H24年５月～７月生

麻しん・風しん 13：00～13：30 H23年７月18日～10月19日生
10月24日（水）

三種混合
13：00～13：30

個別にスケジュールをご案内します11月 ７日（水） 13：00～13：30
11月28日（水） 13：00～13：30

開 設 日 時　間 場　所 相談員 連絡先
10月23日 10：00～12：00 ふれあいセンター2階福祉会議室 カウンセラー 白馬村役場住民福祉課85-0713（直通）11月27日 13：00～15：00

なかよし広場
行事日程■子育て支援ルーム

1歳児の広場 毎週火曜日
0歳児の広場 毎週水曜日

2・3歳児の広場 毎週木曜日

毎週月曜日
9 :30～12:00
13:30～16:00

毎週火・水・木曜日 13:30～16:00

時間：9:30～12:00 

自由利用

月　　日 行事名 対象 開始時間

10月15日（月）
月曜育児相談 9:30～

山崎先生と語る会「学習意欲を培う遊ばせ方」 10:00～
10月18日（木） 人権についてのお話 ２・３歳児対象 10:30～

10月22日（月）
大里安子先生の音楽リズムあそび②

「“ ふれあい ” ～音楽でつくる親子の時間～」
主に２・３歳児

要申込み
（定員になり次第〆切）

  ※自由利用なし
10月23日（火） 食育活動「おいしいものたべよの日」 １歳児対象 11:20～
10月24日（水） マタニティ教室② 妊婦・夫 10:00～

10月29日（月）
月曜育児相談 10:00～

白馬の昔を聞こう〔丸山澄雄先生〕 10:45～
11月１日（木） 唱歌を楽しむ会　～秋の歌～ 11:00～
11月２日（金） 文化祭映画上映『うまれる』 ※場所：ウィング 21
11月５日（月） おはなし会 11:00～
11月６日（火） １歳児リトミック １歳児 11:00～
11月８日（木） ２・３歳児リトミック ２・３歳児対象 11:00～

11月12日（月）
月曜育児相談 10:00～

白馬の昔を聞こう〔丸山澄雄先生〕 10:45～
11月15日（木） おやきを食べよう ２・３歳児対象 11:30～
11月20日（火） 食育活動「おいしいものたべよの日」 １歳児対象 11:20～
11月26日（月） 月曜育児相談 10:00～

■休・祝日緊急当番医表

月日 曜日 白馬村・小谷村当番医 大町市内 大北一円 歯　　　科内科・小児科 外科
10月21日 日 横沢医院 野村クリニック 狩谷整形外科医院 師岡歯科医院
10月28日 日 小谷村診療所 大町協立診療所 大町総合病院 きらり歯科医院
11月 3日 土 栗田医院 小野医院 栗林医院 柏原歯科医院
11月 4日 日 神城醫院 柿下クリニック 西森整形外科 丸山歯科クリニック
11月11日 日 小谷村診療所 遠藤内科医院 石曽根医院 宮下歯科医院
11月18日 日 横沢医院 松林医院 大町総合病院 岡江歯科医院
11月23日 金 安曇病院白馬診療所 加藤診療所 安曇総合病院 砂田歯科医院
11月25日 日 しんたにクリニック 菊地クリニック 狩谷整形外科医院 竹内歯科医院

※予約の必要はありません。時間内にお気軽にお越しください

　急病センターでは、職場や学校からの帰宅後に起きた発熱・腹痛・頭痛などの比較
的軽症に対応（症状緩和と対症療法）する初期救急医療の分野を担います。医師・看護師・
事務員の3人からなり、医師については大北医師会の協力により、当番制で診療にあたっ
ています。
◆診 療 場 所：大町市文化会館敷地内「フレンド・プラザ大町」1階 
◆診療日・時間： 毎週月曜日から土曜日午後7時から午後9時までの2時間（休診日：日

曜日・祝祭日・お盆（8/13～16）・年末年始（12/29～1/3））

※お問い合わせは、午後6時30分から9時まで、電話番号0261－26－6199へ

「地域で認知症を支えるには」

日時：10月24日午後1時半
場所：白馬村役場2階会議室
講師：飯綱町社会福祉協議会　坂本圭介さん

　 わかりやすくて面白い、考えるきっかけとなる坂本さ
んのお話です。

　どなたでも参加できますので、ぜひおでかけください。

北アルプス広域連合では、夜間急病の患者さんのため
急病センターを開設しています。

認知症地域ケア研修会のお知らせ

1 0月〜 1 1月保健ガイド

◆弁護士無料法律相談（予約制）

◆心配ごと相談

■健診等	 場所：ふれあいセンター等

■予防接種

※予約が必要です。相談時間は30分。相談内容をまとめてお越しいただくとより良い相談ができます。
◆心の相談会
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姉妹都市コーナー

編集後記

静 岡 県  河  津  町 和 歌 山 県  太  地  町

人口：9,098 人　男：4,525 人　女：4,573 人　3,708 世帯
 （平成 24 年 10 月 1 日現在）

※ 上記の数字には、外国籍の住民・世帯数も含まれています。
住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、外国籍の住民の皆さんも住民基本台帳に登録されることとなりました。（平成 24 年 7 月 9 日改正法施行）

サンシップ今井浜が閉館、
19年の歴史に幕

　町営の日帰り温泉施設「サンシップ今井浜」が

9月30日に閉館し、19年の歴史に幕を閉じました。

平成 5年にオープンした同施設は、今井浜海水浴

場の近く、見高港のすぐ脇に建ち、海辺の温泉施

設として観光客や地元の人たちから愛されてきま

した。しかし、ここ数年は利用客が減少し厳しい

営業状況が続いていました。船の型をした建物は

解体予定で、現在、敷地の新たな活用方法につい

て話し合いが進められています。

太地大運動会開催されました
　平成24年10月２日（火）、太地小学校グラウンドで「秋
空の下　最高の仲間と共に　ゴールを目指せ！」をス
ローガンに町民・太地小学校・幼稚園・保育所合同の太
地大運動会が開催されました。
　本来であれば９月30日の開催予定でしたが、台風に
より延期となってしまい、平日の開催となりましたが、
たくさんの方々が参加していました。
　運動会では、子どもたちが一つ一つの種目に全力で
取り組んでいました。特に小学１年生から３年生の「花
笠音頭」や４年生から６年生の「組体操2012～絆～」は
子どもたちが一致団結して頑張った姿に対し、観客か
らは惜しみない拍手が送られていました。

　長く続いた暑さもようやく落ち着きを見せ、例年通りの涼やかな秋を感じられる気候になってきたように思います。朝晩においては

肌寒さが増し、昼の暑さが収まったばかりだというのに、後ろに控えている白馬の冬に思いを馳せる方も多いのではないでしょうか。

　秋から冬にかけて、澄んでいく空の色や深みを増していく山々の彩り、初雪の頃には白馬村の風物詩である三段紅葉が見られる時期がやっ

てきます。

　日々変化していく自然の営みについては、地元にいるとなかなか気付き難いものではありますが、豊かな自然を当たり前に享受でき

ることこそ最上の贅沢なのではないかと、私自身白馬の美しさを毎日のように発見しています。

（広報編集委員Y）
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有料広告欄

（この広告は白馬村広報等有料広告掲載要網に基づき掲載しています）

ケーブルテレビ白馬指定管理者：
株式会社エーアイシーコミュニケーションズ

受付時間：平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分
　　　　　・加入／故障等のお問い合わせは
　　　　　　　　　　　　TEL 0261-85-0074
　　　　　・取材等のお申し込みは
　　　　　　　　　　　　TEL 0261-85-0116
※地デジに関するお問い合わせは…
　デジサポナビダイヤル　0570-07-0101
　　　　　　　　　　　　までお問い合わせください。

「もしかしたら認知症かな？」と、ご家族や

ご近所の方で最近様子が変わったと気付い

た方は、お気軽にご相談ください。認知症は、

早期発見・早期治療が大切です。

　白馬村地域包括支援センター　

☎ 72-6667（直通）

ケーブルテレビ白馬に関するお問い合わせは… 認知症の相談窓口

広報はくばおよび白馬村行政公式ホーム
ページに掲載する広告（有料）を募集し
ています

＊お問い合わせ　白馬村役場総務課

広告募集中
村政情報はホームページでも
ご覧いただくことができます。
http://www.vill.hakuba.lg.jp/


